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○ 本年６月１７日に夕張市の財政再生計画の変更について総務大臣が同意し

たが、令和７年度予算について、その後に発生した新たな事情に早急に対応

するため、歳入・歳出額を変更するもの。 

 

○ 変更に伴い必要となる財源については、新たな歳入の確保等により対応す

ることとしており、財政再生計画の主要部分である計画期間、財政再生の基

本方針等について変更はない。 

 

Ⅰ 経過  

 R7. 9. 9  夕張市議会が財政再生計画の変更を議決 

〃    夕張市長から総務大臣宛に財政再生計画変更協議書の提出 

（北海道知事経由） 

 

Ⅱ 歳入・歳出額の変更における主な内容  

１ 主な変更事項 

（１）新庁舎整備事業者選定アドバイザリー業務（＋４百万円） 

新庁舎の設計・建設等を行う事業者の選定を行うため、公募要領や評価基準

の検討・作成等、選定の実施及びその準備に係る経費を計上するもの。 

（財源）一般財源 ４百万円 

 

（２）夕張高校市外生徒受入体制整備（＋３百万円） 

夕張高校市外生徒用公設女子寮について、現在の施設が満室となっているこ

とから、来年度以降の生徒受け入れに向け、新たな受入れ施設の体制整備に係

る経費を計上するもの。 

（財源）幸福の黄色いハンカチ基金繰入金 ３百万円 

 

（３）過年度国・道支出金返還金（＋９７百万円） 

令和６年度に国及び北海道から交付を受けた国・道支出金のうち、実績が交

付時の見込みを下回ったものを返還するもの。 

（財源）一般財源 ９７百万円 
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２ 性質別歳入・歳出の増減 

【一般会計】 

（１）歳入 

   国・道支出金の増（＋１１百万円）、繰入金の増（＋１４２百万円）により

１５３百万円の増 

 

（２）歳出 

 人件費の増（＋２０百万円）、物件費の増（＋１７百万円）、維持補修費の

増（＋２百万円）、公債費の増（＋１百万円）、繰出金の増（＋１百万円）、

その他の増（＋１１２百万円）等により１５３百万円の増 
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（参考） 歳入・歳出の全体像  

【一般会計】（令和７年度計画） 

 


